
№ ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

1 質疑全般 - - - -
実施方針時の質疑の
取り扱いについて

貴市ホームページにおいて、「現在公表中の入札説
明書等に関する質疑・回答（第一回）（令和2年10月
23日付公表）は、今回の入札公告（再発注）案件にお
いても有効とします」とありますが、令和2年5月27日
に公表された「実施方針等に関する質疑・回答」につ
いても有効である、との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2
入札説明書

P13
4 4.2 4.2.9 ②(ア)

入札参加に関する留
意事項等

開札の代表企業又は代理人の立ち合いにあたり、複
数名の出席は可能でしょうか。

開札場所への入場は、１名でお願いします。

3
入札説明書

P13
4 4.2 4.2.9 ③ 再度入札

「開札の結果、予定価格の範囲内の入札がない場
合、再度入札を行うことがある。」とありますが、再度
入札はいつ実施されるのでしょうか。また、一度限り
との理解でよろしいでしょうか。

開札日時、場所において、直ちに再度入札を行いま
す。回数は１回とします。

4
入札説明書

P14
4 4.2 4.2.12 プレゼンテーション

「技術提案書に元づく説明資料等により実施するも
のとし」とありますが、当日に説明用資料を配布する
ことをお認めいただけますでしょうか。

認めます。ただし、追加提案は認めませんのでご留
意ください。

5
入札説明書

P16
4 4.2 4.2.13 (9)③

入札時の提出書類の
返却

「入札参加者から提出された書類は返却しないもの
とする。」とありますが、提案書提出後、入札不調や
入札中止になった場合についても、提案書は返却さ
れないとの理解でよろしいでしょうか。

入札中止が判明する時点では、提案書を収受してい
ないため、預かり文書として提案書を返却しますが、
入札不調が判明する時点では、提案書を収受した後
となるため、返却できません。

6
入札説明書

P17
5 5.4 (4)

入札価格調査により落
札者としない場合

「前項の規定による審査の結果、当該入札参加者を
落札者と決定しないとき」とありますが、どのような場
合に落札者と決定しないこととなるのでしょうか。想
定されている事項があれば、ご教示ください。

当該入札価格で本事業が履行できない又は履行す
ることが適正でないと判断するに至った場合が想定
されます。

7
要求水準書

P1
第1章1 本書の位置づけ

受託後、業務要求水準書に記載がなく、提案書に対
する変更を求められた場合、契約金額変更協議の対
象となるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

（再発注）第2回　入札説明書等に対する質疑・回答書
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8
要求水準書

P6
第1章2 2.8 2.8.1

及び別
紙２

事業範囲

計画敷地外の前面道路の歩道の切り下げについ
て、本事業に伴う前面道路の改造・改修や復旧につ
いては、本事業に含まれるものとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりですが、詳細な内容については、道
路管理者との協議の上決定となります。

9
要求水準書

P7
第1章2 2.9 2.9.1 表5 事業スケジュール

2020年10月23日付公表の第1回質疑回答書No.33で
は「詳細設計を伴わない準備工事は、設計期間中に
開始できる」との回答でしたが、詳細設計を伴わない
準備工事として、既設杭の撤去を実施してもよろしい
でしょうか。当該工事は対象が多いため、工程を遵
守するためには先行して実施したいと考えています。

詳細設計と並行して既設杭を撤去しても構いません
が、地業工事に該当する行為は認められませんので
ご注意ください。

10
要求水準書

P20
第2章2 2.2 （5）② 場内配管設計

業務要求水準書には、必要な管防護を施すこととあ
りますが、敷設後の管の埋戻しに際し、材料につい
ての規定はありますか。管の周りは良質な砂で、そ
の上は掘削残土での埋め戻しを考えていますが、よ
ろしいでしょうか。

埋め戻しに関しては、掘削土中の良質土で埋め戻す
ことを認めます。

11
要求水準書

P24
第2章2 2.7 2.7.1 (1) 地元協定・工事の制限

非開削範囲の配管敷設工事は、昼夜作業を予定し
ています。夜間作業について制限、地元との協定は
ありますか。2020年10月23日付公表の第1回質疑回
答書No.55では、現場の稼働日、稼働時間について
は地元説明会にて提示とのことでしたが、夜間作業
についても同様の対応になるのでしょうか。

夜間作業についての地元との協定等はありません。
後段については、ご理解のとおりです。

12
要求水準書

P26
第2章2 2.7 2.7.2 (6)② 工事期間中の対応

「工事に必要となる電力、ガス、水道等は事業者自ら
調達管理を行うこと。ただし、供用開始前の管洗浄、
躯体の灰汁抜き・洗浄、試運転に必要な水（原則、原
水とする）については、本市より供給する」とございま
すが、水槽水張り試験等においても、原水をご支給
いただけると考えてよろしいでしょうか。また、ろ過水
管等の耐圧試験には、上水もご支給いただけると考
えてよろしいでしょうか。

前段、後段ともご理解のとおりです。
水の供給が必要となる施設や配管の種別により、原
水、上水を区分して供給します。
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13
要求水準書

P26
2 2.8 2.8.2 （2）

本業務の実施にあたっ
ての留意事項

業務要求水準書には、周辺環境調査として６種類の
調査項目が挙げられ、家屋調査も実施することに
なっています。建設工事において、周辺家屋に影響
を及ぼす作業としては地盤の掘削がありますが、家
屋調査を実施する対象範囲としては、掘削底から地
盤の安息角45度より内側との理解でよろしいでしょう
か。

事業者の提案事項とします。

14
要求水準書

P27
2 2.8 2.8.2 （2）② 土壌汚染

残土処分の際、万一、土壌分析が必要となり、分析
の結果、汚染が確認された場合、汚染土壌の処分費
用については、増額変更協議の対象との理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

15
要求水準書

P32
第2章3 3.7 (2)①

光熱費等調達管理業
務

「電気は、事業者が電力会社と契約を行った上で管
理を行う」とありますので、運転維持管理2年目以降
に、関西電力以外の新電力への切替などは事業者
提案との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、市民への水道水の安定供給
も本事業の目的の一部であることを念頭にご提案く
ださい。

16
発注仕様書

P3-7
第3部
第2章

第10条 【7】 機械警備業務

磯島と高度浄水施設は現地に送信機が無いというこ
とは、センサーと送信機は、専用線等でつながってい
ると考えられますが、その通信費用は発注者負担で
よろしいでしょうか。

既設の施設を利用する場合は、ご理解のとおりです
が、設備を新設する場合は協議の上決定とします。

17
発注仕様書

P3-7
第3部
第2章

第10条 【7】 機械警備業務

磯島と高度浄水施設の間が専用線等で繋がってい
るとするとセンサー信号や警備操作信号の変換器が
あると想定しています。その機器は活用できるとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18
発注仕様書

P3-7
第3部
第2章

第10条 【7】 機械警備業務

磯島と高度浄水は他の場外施設とシステムが違いま
すが、現条件では様々な課題（警備隊員による警備
解除ができないこと・回線異常監視ができないこと等
を想定）があると考えます。中宮浄水場から遠隔で警
備操作するという目的を満たす条件で提案・協議す
ることは可能でしょうか。

可能です。
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19
発注仕様書

P3-9
第3部
第2章

第10条 【8】 守衛業務

21年の長期間事業の中でICT技術等の発展や進歩
により守衛や機械警備の一部業務が効率的、効果
的な運用ができる可能性があります。その場合、要
求水準を満たせば、協議、合意の上、導入を認めて
もらえるのでしょうか。

協議、合意の上であれば認めることがあります。

20
発注仕様書

P3-9
第3部
第2章

第10条 【8】 1(1) 守衛業務

第２浄水場の休止後は、警備員の勤務時間と想定す
る平日8:30～18:30以外は、守衛室に人員を配置せ
ずとも、管理業務の一環として警備員以外（従事者
等）が開閉門、巡回、旗の掲揚を行ってもよろしいで
しょうか。

第２浄水場の休止後は、仕様書の目的を遵守した上
での提案とします。

21
発注仕様書

P3-9
第3部
第2章

第10条 【8】 1(1)① 守衛業務

既存浄水場休止後、新浄水場の守衛業務時間外
（18：30～08：30）や休日の守衛による来訪者受付対
応は無いと理解します。まれに発生する緊急や臨時
で対応しなくてはいけない場合は、機械警備隊員に
より駆け付け対応してもよろしいしょうか。（来訪時間
に間に合わない等の場合は、設備常駐員と連携しま
す）

№20の回答のとおりです。また、緊急事態時や夜間
工事等には、開錠に時間をかけられませんので、そ
のことをご理解の上ご提案下さい。

22
発注仕様書

P3-9
第3部
第2章

第10条 【8】 1(1)⑤ 守衛業務
既存浄水場休止前も休止後も夜間巡回を外部警備
員（常駐警備員以外）が対応してもよろしいでしょう
か。

№20の回答のとおりです。

23
落札者決定

基準
P3

第5章 2 開札

「入札書及び入札金額内訳書の提出がない者は、失
格とする。」とありますが、入札金額内訳書は、様式
Ⅲ-9とは別に必要との理解でよろしいでしょうか。そ
の場合、入札金額内訳書の様式は任意との理解で
よろしいでしょうか。また、明細書や代価表までは提
出不要との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

（再発注）第2回　入札説明書等に対する質疑・回答書

24

提出書類作
成要領及び

様式集
P5

3 3.2 (4) 提出データ

「技術提案書については作成したMicrosoft Word、
Microsoft Excel等のデータ及びこれらをPDFに変換
したデータ～」とありますが、図面データについても
CADデータでの提出が必要でしょうか。不要な場合、
P4 2.5(5)に記載の「使用ソフトは、～及びJWCAD（そ
れ以外については、dxf変換を行うこと）を使用するこ
と」について、使用するCADソフトは、dxf変換を行うこ
となく、JWCAD以外のソフトの使用をお認めいただけ
ますでしょうか。

前段については、CADデータは不要です。
後段については、認めます。

25

提出書類作
成要領及び

様式集
P7

3 3.3 (4) 入札書

「入札書の日付については、提出日までを有効とす
る。」とありますが、入札説明書P12では、「受付期間
内に枚方郵便局（枚方北局・枚方東局は不可）に必
着するよう～」との記述があります。例えば、入札書
の日付が令和3年5月31日であっても、枚方郵便局に
到着するのが令和3年6月1日であった場合は失格と
の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26

提出書類作
成要領及び

様式集
P7

3 3.3 (4) 入札金額内訳書
入札金額内訳書については、入札書と同じ封筒に封
緘するのではなく、技術提案書の箱に同梱するという
理解でよろしいでしょうか。

入札書と同じ封筒に封緘してください。

27

提出書類作
成要領及び

様式集
P83

様式Ⅲ-
9-2-1
（注1）

業務費明細書

「浄水施設運転維持管理業務等委託契約書（案）
P33【別紙５】サービス対価の構成の表中、固定費の
うちの保守点検費について記載してください。」とあり
ますが、当該部分のすべての業務について提出が
必要との理解でよろしいでしょうか。その場合、清掃
業務や植栽管理業務などの通年で内容に大きな変
化がない業務についても、明細書が必要でしょうか。

通年で実施する業務については明細書は不要です。
また、浄水施設運転維持管理業務等委託契約書
（案）に必要な修正等を朱書きしています。修正後の
同契約書（案）は、本回答と合わせてホームページに
公表しています。
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28
委託契約書

（案）
P15

第44条 4 不可抗力による損害

不可抗力の発生に伴い、本契約に従って本件業務を
実施することができなくなったとき、実施が著しく困難
になったときや、当該実施（新第１浄水場および既存
施設における災害への復旧対応等の業務遂行と解
釈）のために、追加費用が発生する場合の負担割合
は、条文のとおりと考えますが、損害を被った施設の
復旧・修繕等にかかる費用については、貴市にて負
担されるものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
委託業務を開始した時点では、施設の整備が終了し
本市に引き渡された後になるため、本条では、不可
抗力により業務を中断せざるを得なくなった場合等に
おいて、再度業務を再開するために必要となる追加
費用の負担について定めたものであって、施設の損
害に対する負担を定めたものではありません。よっ
て、施設の復旧・修繕等に関するリスクは本市となり
ます。

29
委託契約書

（案）
P16

第47条 １ 変更契約

維持管理期間中、新第１浄水場及び既存施設にお
いて、貴市ご都合により設備の変更・追加等が発生
し、維持管理の内容が変更となった場合は、影響す
る各サービス対価の変更協議ができる、との理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

30
委託契約書

（案）
P42

別紙8 1 (2)
物価の変動及び賃金
変動などに基づくサー
ビス対価の改定

物価の変動及び賃金変動などに基づくサービス対価
の改定 「変動前残契約金額の1000 分の15を超える
額につき、契約金額の変更に応じなければならな
い。」とありますが、2回目以降の対価の改定におい
ても、変動後残契約金額（物価変動を加味した契約
金額）が変動前残契約金額の1000 分の15を超える
と対価改定に応じて頂くとの理解でよろしいでしょう
か。

また、2回目の対価改定後の契約金額の増額部分
は、変動後残契約金額から変動前残契約金額の差
額の1000 分の15を超える部分になるとの理解でよろ
しいでしょうか。

（例）変動前残契約金額を100、変動後残契約金額を
102とした場合
1回目：（102-100）-（100×15/1000）＝2-1.5=0.5
2回目以降：（102-100）×（1－（15/1000））＝2×
0.985=1.97

前段、後段ともご理解のとおりです。

31
委託契約書

（案）
P43

別紙8 1

物価の変動及び賃金
変動などに基づくサー
ビス対価の改定（参照
指標）

電気代は原則として、電気料金の改定率とあります
が、関西電力の電力費（法人向け）を基本とするとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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32 現地確認 - - - - 既設仮囲い

新第１浄水場建設エリアには既に仮囲いが設置され
ています。工事に際して、仮囲いをそのまま使用して
よろしいでしょうか。また、工事完成後に仮囲いは事
業者で処分して良いとの理解でよろしいでしょうか。

前段、後段ともご理解のとおりですが、鉄鋼材につい
ては有価物として処分することを前提としてください。

33 開示資料 - - - - 残置杭の撤去

今回工事で新設構造物と平面的に干渉する範囲、あ
るいは掘削にかかる範囲の杭は撤去する計画とし、
工事の支障とならない範囲の杭は撤去をしない計画
で考えておりますが、問題ないとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。


